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計量標準

－国際単位系のしくみと計量標準の役割－

第 12 章

標準化教育プログラム [共通知識編］

本資料は，経済産業省委託事業である
「平成18年度基準認証研究開発事業
（標準化に関する研修・教育プログラムの開発）」
の成果である。

制作日：2007年10月1日
制 作：吉田 均
（標準講義時間 90分）
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2計量標準

1 今日，広く浸透している国際単位系（SI）のしくみを学ぶ。

2 正確に「はかる」ことは，製品認証の観点からは必須の要件であり，そのた

めに計量標準の枠組みが必要となることを理解する。

3 ユーザの計量器の正確さがどのようなしくみで保証されるかそのしくみを理

解する。

4 計量標準の国際的連携を保つためにどのような国際機関が存在し，どのよ

うな役割をもっているかを学ぶ。

5 計測データの信頼性の尺度として近年考え出された新しい概念を学ぶ。

学習のねらい・・・・・ 第12章 計量標準
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3計量標準

1 さまざまな単位と私たちの暮らし

2 国際単位系

3 計量の正確さの保証

4 計測器の信頼性を確保するしくみ（トレーサビリティ）

5 国際法定計量機関（OIML）

6 計量標準における国際的連携

7 不確かさ

8 標準物質

まとめ

演習問題（A・B）

参考資料

目 次 ・・・・・ 第12章 計量標準
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4計量標準電圧〔V〕・電流〔A〕

送 電

天気図

気圧 〔 hPa 〕

食品の熱量

暮らしを支えるいろいろな単位暮らしを支えるいろいろな単位

はかり

温度計

重さ 〔 g 〕

携帯電話

周波数 〔 MHｚ 〕
消費電力 〔 W 〕

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

家電製品

熱量 〔 cal 〕

温度 〔 ℃〕

1 さまざまな単位と私たちの暮らし ①

p.4

◆解 説

初に単位の国際的な体系である国際単位系を学習します。その前置きとしてわたしたちの
暮らしが国際単位系を基にした単位によって支えられていることを再認識します。本頁では日常
生活を営む上で欠かせないものの例としていくつかを紹介しています。例えば，ここでは次の単
位を紹介しています。

・重さ〔g〕（グラム）， ・温度〔℃〕（度），

・天気図の気圧〔hPa〕（ヘクトパスカル） ・食品の消費熱量〔cal〕（カロリー），

・電圧〔V〕（ボルト）， ・電流〔A〕（アンペア），

・ラジオや携帯電話などの電波の周波数〔MHz〕（メガヘルツ），

・コンピュータや家電製品の消費電力〔W〕（ワット）

ここで挙げた以外にも，例えば次のようなものもあります。

・速度〔m/s〕（メートル毎秒） ・密度〔kg/m3〕（キログラム毎立法メートル），

・力〔N〕（ニュートン） ・仕事やエネルギー〔J〕（ジュール），

・抵抗〔オーム〕（オーム） ・電力量〔J〕，〔W・h〕（ワット毎時）

このほかにもどのようなものがあるか考えてみましょう。
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5計量標準

健康や安心・安全健康や安心・安全を支えるいろいろな単位を支えるいろいろな単位

体重計

重さ 〔 kg 〕

血圧測定

圧力 〔 mmHg 〕

排ガス濃度測定

〔出所：栃木県庁〕

比率による濃度〔 ppm 〕

化学分析

モル濃度〔 mol/m3 〕

1 さまざまな単位と私たちの暮らし ②

騒音測定
放射能測定

騒音レベル 〔 dB 〕
放射能 〔 Bq 〕

（転載許諾申請中）

（転載許諾申請中）

p.５

◆解 説

次に，私たちの健康を支えたり，安心・安全を支える側面からどのような単位があるかを紹介し
ます。例えば，ここでは次の単位を紹介しています。

・体重計による重さ〔kg〕（キログラム）， ・血圧〔ｍｍHg〕，

・比率による濃度〔ppm〕（ピーピーエム） ・化学分析〔mol/m3〕（モル毎立法メートル），

・騒音レベル〔ｄB〕（デシベル）， ・放射能〔Bq〕（ベクレル），

このほかにもどのようなものがあるか考えてみましょう。

本頁で紹介した単位のように，単位は私たちの日常のくらしを支えるだけでなく，健康や安心・
安全を支える情報に対する単位を与えています。

このようなさまざまな単位は今日，「国際単位系」という単位の国際的な規定により整理されてい
ます。次に，この国際単位系の基本的な枠組みを学習しましょう。
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6計量標準

■ 国際単位系とは

● 次元的に独立であるとみなされる7つの量（長さ・質量・時間・物質量・電流・

光度・熱力学温度）について明確に定義された単位を基礎として組み立てられ

た一貫性のある単位系

質量
ｷﾛｸﾞﾗﾑ

〔kg〕
長さ
ﾒｰﾄﾙ
〔m〕

時間
秒
〔s〕

電流
ｱﾝﾍﾟｱ

〔A〕

熱力学温度

ｹﾙﾋﾞﾝ
〔K〕

物質量
ﾓﾙ

〔mol〕

光度
ｶﾝﾃﾞﾗ
〔cd〕

国際単位系の国際単位系の
77つのつの

基本単位基本単位

2 国際単位系 ①

● 7つの量の単位を基本単

位（base unit）という。

● 国際単位系は，基本単位

と，それから組み立てられ

る組立単位（後述），及び

10の整数乗倍の接頭語か

ら形成

● 国際単位系

（International System of Units）

（略称 SI ）

p.6

◆解 説

国際単位系（International System of Units；略称 SI ）は世界共通の単位系である。この単位系
の確立により，学術・研究開発はもとより産業活動，商業活動，そして私たちの生活に至るまで広
く普及し，世界的な単位系の標準化が進んだ。

国際単位系の枠組みは基本単位（base unit）とそれから組み立てられる組立単位（後述），及
び10の整数乗倍の接頭語から形成される。基本単位とは，次元的に独立であるとみなされる7つ
の量（長さ・質量・時間・物質量・電流・光度・熱力学温度）の単位，すなわちメートル〔m〕，キログ
ラム〔kg〕，秒〔s〕，モル〔mol〕，アンペア〔A〕，カンデラ〔cd〕，ケルビン〔K〕のことを指す。

この単位系は1960年に行われた第11回国際度量衡総会（略称CGPM）で採択され，その後必
要に応じて修正・拡大を経て今日に至っている。国際単位系の誕生の経緯はp.9で学習する。

◆参考資料

1） 国際度量衡局 http://bipm/org/

2） （独）産業技術総合研究所 計量標準総合センター

http://nmij.jp/kenkyu/baseunit.html

3） 国際単位系（SI）－グローバル化社会の共通ルール－日本語訳 国際文書第7版，日本

規格協会，1998.

4） 日本規格協会 編；SI化マニュアル －新計量法への適用－，日本規格協会，1995.



7

7計量標準

■ 組立単位

● 基本単位を基に数値係数を含まない乗除算によりいろいろな単位を

構成できる。これらを組立単位（derived unit）という。

● 組立単位の例

2 国際単位系 ②

メートル毎秒毎秒m/s2加速度

キログラム毎立方メートルkg/m3密 度

メートル毎秒毎秒m/s2加速度

メートル毎秒m/s速さ（速度）

立方メートルm3体 積

平方メートルm2面 積

単位の名称単位記号量

p.7

◆解 説

ここでは基本単位を基にした組立単位について学習する。例えば，前頁の基本単位「メートル」
と「秒」から単位時間あたりの移動距離，すなわち速さ（速度）の単位「メートル毎秒」を導くことが
できる。このように，基本単位を軸に数値係数を含まない乗除算により単位を構成することができ
る。これらの単位を組立単位（derived unit）という。

◆参考資料

1） 国際度量衡局 http://bipm/org/

2） （独）産業技術総合研究所 計量標準総合センター

http://nmij.jp/kenkyu/baseunit.html

3） 国際単位系（SI）－グローバル化社会の共通ルール－日本語訳 国際文書第7版，日本

規格協会，1998.

4） 日本規格協会 編；SI化マニュアル －新計量法への適用－，日本規格協会，1995.
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8計量標準

SI

SI単位

接頭語（20個）〔表②〕

SI単位の10の整数乗倍

SI基本単位（m，kg，s，A，K，mol，cd）

SI補助単位（rad，sr）

SI組立単位

固有の名称をもつ

組立単位（19個）
〔一部を表①に示す〕

その他の組立単位

表 ②

表 ①■ 国際単位系の枠組み

2 国際単位系 ③

yヨクト10-24daデカ101

zゼプト10-21hヘクト102

aアト10-18kキロ103

fフェムト10-15Mメガ106

pピコ10-12Gギガ109

nナノ10-9Tテラ1012

μマイクロ10-6Pペタ1015

mミリ10-3Eエクサ1018

cセンチ10-2Zゼタ1021

dデシ10-1Yヨタ1024

記号接頭語乗数記号接頭語乗数

オームΩ電気抵抗

ファラドF静電容量

ボルトV電位差

クーロンC電荷

ワットW仕事率

ジュールJエネルギー

パスカルPa圧力・応力

ニュートンN力

ヘルツHz周波数

単位の名称単位記号量

p.8

◆解 説

ここでは国際単位系（SI）の構成について学習する。SIはISO1000：1992（又はJIS Z 8203：
1985）により，SI基本単位，SI補助単位及びそれらから組み立てられる組立単位，それらの10の
整数乗倍，接頭語〔表②〕によって構成されている。

なお，組立単位の中には実用上の便宜のため，前頁で学習した基本単位を用いてあらわされ
る組立単位のほか，固有の名称をもつ組立単位〔一部の例として表①〕がある。

◆参考資料

1） 国際度量衡局 http://bipm/org/

2） （独）産業技術総合研究所 計量標準総合センター

http://nmij.jp/kenkyu/baseunit.html

3） 国際単位系（SI）－グローバル化社会の共通ルール－日本語訳 国際文書第7版，日本

規格協会，1998.

4） 日本規格協会 編；SI化マニュアル －新計量法への適用－，日本規格協会，1995.
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9計量標準

■ 国際単位系（SI）の誕生

● 19世紀初頭，フランスで“すべての時代にすべての人々に”を基本理念に

した度量衡の統一に向けた動きが芽生え，“メートル法”（メートルとキログラ

ムを基本単位とする理念）が誕生

● 1875年 “メートル条約”が17カ国によって締結され，“メートル法”が初の

国際統一単位系に承認

● メートル法は，科学技術の進歩とともに学問分野や工業分野ごとにMKS 

単位系，CGS単位系，重力単位系など，種々の単位系が設けられるように

なり，しだいに混乱が生じ始めた。

● 1960年，第11回国際度量衡総会によって一貫性のある単位系が採択さ

れ推奨。この単位系が今日の国際単位系（SI）となった。

2 国際単位系 ④

p.9

◆解 説

ここでは国際単位系（SI）の誕生経緯を学習する。

19世紀初頭，フランスでは，国内及び周辺諸国間の度量衡の統一を目指し，“すべての時代
にすべての人々に”という基本理念を基に「メートル法」を提唱した。このメートル法はフランス国
内で普及，定着していくにつれて各国に注目され，1875（明治8）年に「メートル条約」と呼ばれる
条約が17カ国によって締結・承認され，初の国際統一単位系が誕生した。日本は1885（明治18）
年にこのメートル条約に加盟している。現在，加盟国の数は47カ国となっている。メートル条約で
の組織体系は，加盟国すべてが参加する「国際度量衡総会（CGPM）」を 高議決機関とし，そ
の下に18名の委員（国籍を異にする個人を選出する）からなる「国際度量衡委員会（CIPM）」と条
約を円滑に運営するための事務局として「国際度量衡局（BIPM）」を置くことを同時に決議してい
る（組織体制の概略は次頁で学習する）。

その後，このメートル法は科学技術の進歩とともに学問分野や工業分野ごとにMKS単位系，
CGS単位系，重力単位系など，種々の単位系が設けられるようになり，また，電磁気の単位であ
るMKSA単位系，CGS電磁単位系，ガウス絶対単位系も加わりしだいに混乱が生じ始めた。

そして，1960年に行われた第11回国際度量衡総会（CGPM）にて，MKS単位系に電流，温度，
物質量，光度の単位を加えた基本単位とその組立単位，接頭語などから構成される一貫性のあ
る単位系が採択され，今日の国際単位系（SI）が誕生した。その後も必要に応じて修正・拡大が
続けられている。

◆参考資料

1） 日本規格協会 編；SI化マニュアル －新計量法への適用－，日本規格協会，1995.

2） 飯塚幸三 監修；世界の規格便覧 第1巻 国際編，pp.29-37，日本規格協会，2005.

3） 小泉袈裟勝・山本 弘；単位のおはなし 改訂版，日本規格協会，2002．
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10計量標準

メートル条約（Convention）

国際度量衡総会 （CGPM）

国際度量衡委員会 （CIPM）

諮問委員会
（10 CCs）

各国計量標準研究所
（NMIs）

協力メンバー
（Associate）

加盟国

関連国際機関
（OIML，ISO等）

国際度量衡局（BIPM）パリ，フランス

2 国際単位系 ⑤

■ メートル条約関連の組織体系

● BIPMとCIPMとが密接に連携し，研究面と技術面の諸課題に対応

● 重要事項はCIPM（毎年開催）で検討

● 終的な議決はCGPM（4年ごとに開催）で実施

p.10

◆解 説

ここで，メートル条約における組織体系を学習する。

単位系や計量に関わる研究面と技術面のさまざまな課題は，事務局である国際度量衡局
（BIPM）と国際度量衡委員会（CIPM）等が密接に連携を取りながら対応している。個別の研究課
題や業務課題は，BIPMとCIPMとが10の諮問委員会と連携を取りながら，また加盟国や地域計
量組織とも連携を取りながら業務を進めている。また，重要事項は毎年開催されるCIPMで検討さ
れ， 終的な議決は4年毎に開催される国際度量衡総会（CGPM）で実施される。

BIPMでの 新の活動内容は機関誌（学術誌）“Metrologia”から入手することができる。また，

BIPMのホームページ〔参考資料の1)〕も重要な情報源となっている。一度アクセスしてみることを
お勧めする。

◆参考資料

1） 国際度量衡局 http://bipm/org/

2） 飯塚幸三 監修；世界の規格便覧 第1巻 国際編，pp.29-37，日本規格協会，2005.
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正確な計量

■ 実際の製品やその性能が規格と適合しているかを判断するためには，計量す

る行為が不可欠

■ 信頼ある計量手段が提供されていなければ基準認証の信頼性は担保できない。

JIS

適切な“ものさし”が必要
多くの規格自体の
中で，正確な計量
が要件となってい
る。

製品

認 証

能力ある組織
（設備・人）

標準化された
計測方法

計量標準の必要性
＝

3 計量の正確さの保証・・・・・計量標準の必要性

p.11

◆解 説

ここからは本章のもう一つの主題である計量標準の意義，計測器の信頼性を確保するしくみを
学習する。

私たちは日常生活で商品を購入するとき，その内容量やサイズの正確さについて疑うことは今
日ではほとんどない。これは，日本国内を例に取れば，消費者保護基本法に基づき，計量の適
正化が確保されているからである。消費者保護法第8条では，「国は，消費者が事業者との間の
取引に際し，計量につき不利益を被ることのないようにするため，商品及び役務について適正な
計量の実施の確保を図るために必要な施策を講ずる」ことになっている。

取引で計量が正しく行われることは，私たちが約束された量の商品を入手できるための も基
本的な要件である。また，計量の表示は，合理的な商品選択を行うことができるための一つの要
件でもある。

しかし，商品を購入する際だけでなく，製品を製造する側にとっても正確な計量は必要不可欠
である。例えば，工業生産において，まず，棒や板などの素形材から必要な寸法の部品を作成
し，それを組み合わせて製品を作る場合，まず長さを測定することから始まる（工業計測）。一つ
一つを正確に計測しておかないと，後々大きなずれとなり，部品同士を組み合わせることができ
なくなる。さらに，大量生産を行うためには，全ての部品が一定の誤差範囲におさまるような互換
性をもつことが不可欠である。そのために，精密加工を行う機械や精密な測定器が必要となる。
すなわち，正確な計量は消費者・製造者の双方にとって重要な意味を持っているのである。

実際の製品がある規格にしたがって製造された場合，その製品のサイズや性能が規格と適合
しているかを判断するためには，計量する行為が不可欠となる。しかし，このとき，信頼ある計量
手段が提供されていなければ，基準認証の信頼性は担保できない。この信頼ある計量手段の基
準となる“ものさし”が計量標準であり，ここに計量標準の必要性・意義がある。

◆参考資料

1） 小野修一郎・田中正躬・野中玲子；技術経営A：標準化，千葉工業大学社会システム科

学部 経営情報科学科3年 テキスト，2006.



12

12計量標準

■ 正確に計量するためには，計測器

が正確な標準器で校正されている

ことが重要

■ ユーザの計測器がどういう経路で

校正されたかがわかり，その経路

がきちんと国家標準までたどれる

ことをトレーサビリティ

（traceability）という。

ユーザの実用標準器

ユーザの計測器

特定二次標準器

特定副標準器

特定標準器（国家標準）
計量研などの
標準研究所

校正

校正 （ロゴ付校正証明書）

校正 （ロゴ付校正証明書）

技術指導

認定事業者

指定校正機関

トレーサビリティの流れ（“校正の鎖”）

4 計測器の信頼性を確保するしくみ（トレーサビリティ）

計測器は
“校正の鎖”
でつながれている。

● トレーサビリティの定義 〔JIS Z 8103:2000〕

不確かさがすべて表記された切れ目
のない比較の連鎖によって，決められ
た基準に結び付けられ得る測定結果
又は標準の値の性質。基準は通常，
国家標準又は国際標準である。

p.12

◆解 説

ここでは計量を行う計測器の信頼性をどう確保するのかを学習する。

計測器は標準器によって校正される。その標準器はより正確な（“不確かさ”がより小さい）〔 “不
確かさ”は後述〕標準器によって校正される。この標準器もより正確な標準器によって校正される，
というようにより正確な標準器を求めていくと講義資料の 上部に位置する国家標準にたどりつ
く。このように測定器が校正の鎖によって国家標準にたどりつけることが確かめられている場合，
この測定器は国家標準にトレーサブル（traceable）であるという。また，このようなユーザの計測器
が国家標準にたどりつく校正の鎖をトレーサビリティ（traceability）という。

必要とする全ての測定器，分析装置を国家標準にトレーサブルとするためには，対応する全て
の国家標準が整備されていなければならない。わが国では（独）産業技術研究所 計量標準総合
センターがこの国家標準の整備を進めている。日本の国家標準は計量法によって特定標準器，
特定標準物質と定められ，個々の標準は経済産業省の政令によって示されるしくみになってい
る。

国家標準にトレーサブルであることを確保するため，国家標準と現場（工場，研究機関など）の
標準の間で，標準を標準で校正する業務の信頼性確保が必要不可欠となる。標準器の校正あ
るいは標準物質の生産には特定の技術が必要であり，備える設備及び技術と設備を管理する
品質システムを備えている必要がある。これらの要件を満足している機関に対して（独）製品評価
技術基盤機構（nite）が，一定の審査を行い認定を与えている。認定を受けた機関が備える標準
器は「特定二次標準器」，生産頒布する標準物質を「特定二次標準物質」と言われ，それぞれ
「特定標準器」（又は特定副標準器），「特定標準物質」によって校正される。

校正機関を認定する制度は「計量法校正事業者認定制度（Japan Calibration Service System：
JCSS）と称しており，校正が実施された場合，“校正の鎖”がつながっている証明として図のような
ロゴマーク付きの校正証明書が発行される。

◆ 参考資料

1）（独）産業技術総合研究所 ： http://www.nrlm.go.jp/standard/trace.html
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■ 計量単位を国際的に統一するだけでは，計量器の国際貿易

における技術障壁を除去することができない。

■ 国の計量器の技術基準及び試験方法を国際的に調和させ

る必要がある。

■ 国際的に法定計量規則を整合化することにより，計量器の

国際貿易の円滑化を図る目的で，1955年に24カ国の参加

を得てフランス・パリで国際法定計量機関を設立する条約

〔通称：OIML（International Organization of Legal 

Metrology）条約〕を締結

● 中央事務局：パリ

● 日本の加盟：1961年

● 正式加盟国：59カ国

準加盟国 ：54カ国 （2006年8月現在）

5 国際法定計量機関（OIML） ①・・・・・制定の経緯

p.13

◆解 説

ここからは計量の国際機関である国際法定計量機関について学習する。第2節で国際単位系
（SI)を学習したが，計量単位を国際的に統一するだけでは，計量器の国際貿易における技術障
壁を除去することができない。すなわち，国の計量器の技術基準及び試験方法を国際的に調和
させる必要がある。

1955年， 24カ国の法定計量規則を整合化することにより，計量器の国際貿易の円滑化を図る
目的でフランス・パリでOIML（International Organization of Legal Metrology）条約が締結された。
現在の加盟国は60カ国，準加盟国53カ国（2005年7月現在）に達する。日本は1961年（昭和36
年）に加盟している。

◆参考資料

1） 国際法定計量機関URL ： http://www.oiml.org/ 
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■ OIMLの組織体系

小委員会（SC）

分野別・技術委員会（TC）

法定計量事務局（BIML） 運営委員会
（Presidential Council）

開発途上国対応

国際法定計量委員会（CIML）
毎年開催

国際法定計量会議（OIML総会）
4年ごとに開催

国際法定計量機関を設立する条約
（OIML条約）

5 国際法定計量機関（OIML） ②・・・・・組織体系

● 高議決権は4年ごとに開催される国際法定計量会議にある。

p.14

◆解 説

OIMLでは4年ごとに開催される「国際法定計量会議（OIML総会）」に 高議決権があり，全加
盟国代表による「国際法定計量委員会（CIML）」が毎年開催されている。OIMLでは多くの国際
勧告や国際文書・ガイド等の作成や刊行を行っているが，具体的な作業は技術委員会（TC：
Technical  Committee）で実施されており，それぞれTCに参加するメンバー国の専門家による審
議の下に技術基準が作成されている。現在，TCは18分野で活動が進められており，その下部組
織にさらに小委員会（SC：Sub Committee）を設けているTCもある。以上のような組織体系により
法定計量用途に向けた測定機器の製造及び使用についての計量ガイドラインを提供している。

◆参考資料

1） 飯塚幸三 監修；世界の規格便覧 第1巻 国際編，pp.32-33，日本規格協会，2005.

2） 国際法定計量機関URL ： http://www.oiml.org/
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■ OIMLの主な活動

国際勧告（International Recommendations：R）

国際文書（International Documents：D）

ガイド（Guides）

（1）

（2）

（3）

OIML証明書制度の運営

MAA「型式評価国際相互受入れ取決めの枠組み」制度の運営

ワンストップテスティング（計量証明書を他の加盟国でも同等に活用で

きるシステム）の導入を図る。

5 国際法定計量機関（OIML） ③・・・・・主な活動

p.15

◆解 説

OIMLでは，社会生活や産業において使用されている計量器について，その構造，使用方法，
許容誤差，計量器の使用に伴って生じる行政上又は技術上の諸問題を国際的に解決するため
の活動を行っている。主な活動は次の通りである。

（1） 国際勧告，国際文書，ガイド等の発行

国際勧告は計量器のモデル規則である。OIMLでは商取引，健康，安全，環境分野で使用さ
れる計量器の計量規則，検査規準，計量器の性能等について国際勧告を制定する。加盟国は，
この国際勧告を可能な限り国内法規に取り入れる責任がある。国際勧告は，（1）適用範囲・用語，
（2）計量・技術要求事項，（3）適合性評価の手続，（4）試験報告書の書式，で構成されている。
国際文書は法定計量の共通的課題への指針を与えるもので，国内法規への採用は加盟国の裁
量に任されている。国際勧告は現在136冊，国際文書は28冊発行されている。

（2） OIML証明書制度の運営

1991年に導入された任意の制度。加盟国が他の加盟国が発効したOIML証明書を受け入れ，
活用するしくみ。現在，44種類の計量器の国際勧告がこの制度を受け入れている。この制度によ
り，計量器の輸出入時の行政的な手続及び試験に要する費用の軽減に役立っている。この制度
は，ISO/IECガイド65やISO/IEC17025等の要求事項を満たすことを求めている。OIML証明書は
データベースに登録されOIMLのWebで公開されている。

（3） MAA「型式評価国際相互受入れ取決めの枠組み」制度の運営

MAAは，OIML証明書制度をベースに，本制度に参加する機関間の相互信頼の仕組みを提
供。参加機関はOIML証明書制度が適用される計量器ごとに表明される「相互信頼宣言書
（DoMC）」に署名し，DoMC参加者は，他国の参加者が発行したOIML試験報告書（試験報告書
とOIML証明書）を受入れ，自国の型式承認に活用する。DoMCには参加資格審査委員会が設
けられ，審査結果を報告する。

◆参考資料

1） 国際法定計量機関URL ： http://www.oiml.org/ 



16

16計量標準

● ILAC（International Laboratory Accrediｔation Cooperation；国際試験所認定協力機構）

APLAC
アジア太平洋試験所

認定協力機構

IA Japan
JAB など

各国の試験所認定機関
各国の試験所認定機関

各国の試験所認定機関

相互承認

試験所

事業者

試験報告書

ILAC
国際試験所認定協力機構

“One Stop Testing”

校正機関

事業者

校正証明書

認定

5 国際法定計量機関（OIML） ④

■ ワンストップテスティング （One Stop Testing）

p.16

◆解 説

ここではOIMLの主な活動の一つであるワンストップテスティングという制度について学習する。

試験所・校正機関を認定する各国の認定機関が国際的な機関ILAC（International Laboratory 
Accrediation Cooperation；国際試験所認定協力機構）を結成し，その中で相互に承認しあうこと
で，発行された試験報告書や校正証明書を他の国でも認められ，試験・校正を省略することがで
きる制度が設けられている。これをワンストップテスティング（One Stop Testing）という。これを実
現するために試験所・校正機関の運営能力がISO/IEC 17025 に従っていることが厳格に審査さ
れる。審査を行う審査機関はまた ISO/IEC 17011 という国際規格に従って厳格な運営を求めら
れる。ILACが国際機関としては大きすぎるため，通常の活動は地域ブロックで行うことが出来る
よう，アジア太平洋地域ではAPLAC（アジア太平洋試験所認定協力機構）がその任務を行って
いる。相互承認の対象になる試験報告書や校正証明書にはILAC-MRA, APLAC-MRA などの
マークが付記される。

日本の計量法では，JCSSというトレーサビリティを保証する制度が確立しているが，この法律で
は「登録」された校正機関では4年毎の登録更新でJCSSマークを使用した校正証明書を発行で
きる。国際的な One Stop Testing を望む場合は，登録とは別にISO/IEC 17025 による「認定」を
別途申請しなければならない。その場合，4年毎の更新ではなく，国際的ルールに従って定期的
サベイランスを受けなければならない。

◆参考資料

1) 認定センターについてURL

http://www.nite.go.jp/gen/nitenews/3rd/htm/tokushuu.htm

2) 認定事業者制度についてURL http://www.jcsslabo.or.jp/outline/out1.htm

3) 標準化教育プログラム 共通知識編 第11章 適合性評価・認証制度 p.27
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IUPAP/IUPAC
IFCC

合同委員会（JCRB）

OIML

ISO/IEC

地域計量組織（RMO）

ILAC
（IAF）

国際度量衡委員会
各諮問委員会

法定計量試験所認定

メートル条約

工業標準学術組織

国家計量研究所（NMI）

6 計量標準における国際的連携

p.17

◆解 説

ここでは適合性評価の視点から計量標準分野における国際連携の枠組みを学ぶ。

国家計量研究所（NMI：National Metrology Institute）は1種類以上の量に対する国家測定標
準を作成・維持する国家的決定により指定される研究所である。地域計量組織（RMO：Regional 
Metrology Organization）は地理的に隣接した地域ごとにまとまった計量組織で，APMP（アジア
太平洋地域），COOMET（中央ヨーロッパ地域），EUROMET（欧州），SADCMET（南アフリカ地
域），SIM（全米大陸地域）などがある。そして， JCRB（Joint Committee of the Regional 
Metrology Organization and the BIPM） はRMOとBIPMとの合同委員会であり，これらの組織体
系により計量標準に関わる国際的な活動が進められている。JCRBの具体的な活動は，CIPM，
関連する各諮問委員会及びBIPMと連携を取りながら，CIPMﾚﾍﾞﾙ・RMOﾚﾍﾞﾙでの国際比較の
計画策定やその結果の評価に関する技術基準作りが中心である。

◆参考資料

（1）飯塚幸三 監修；世界の規格便覧 第1巻 国際編，pp.33-36，日本規格協会，2005.

（2）URL ： http://www.ifcc.org/

（3）URL ： http://www.iupac.org/

（4）URL ： http://www.ifcc.org/
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■ 従来，計測データの信頼性を表すための尺度には，「誤差」

や「正確さ」，「精度」などさまざまな用語が存在 （下表）

■ 誤差＝測定値ー真の値 であるが，真の値はそもそも未知の値

■ 一方，これらの計測データの信頼性を表す用語の使われ方は

国や技術分野により統一されていないという課題が存在

表．計測データの信頼性に関する用語とその定義 〔JIS Z 8103：2000〕

用　　語 定　　義 対応英語（参考）

　　誤　　差 　測定値から真の値を引いた値 　　error

　　正 確 さ 　かたよりの小さい程度 　　trueness

　　精密さ、精密度 　ばらつきの小さい程度 　　precision

　　精　　度
　測定結果の正確さと精密さを含めた、測定量
の真の値との一致の度合い。

　　accuracy

7 不確かさ①・・・計測ﾃﾞｰﾀの信頼性を示す新しい尺度

p.18

◆解 説

ここまでは計量標準の信頼性を確立する国際的な体制を学習してきた。それでは計測した
データは具体的にどのように信頼性が確保されているのであろうか。近年では，この課題に対し，
“不確かさ”という計測データの信頼性を示す新しい尺度が誕生している。第7節ではこの概念を
学習する。なお，詳細については例えば，参考資料の2）及び3）により詳しく学習することができ
る。

ある目的をもって計量を行い，その結果出された計測データを解析し，事物や現象の特性を解
明しようとするとき，計量時の計測データの信頼性が 終的な結論の信頼性に大きな影響を与
えることは明らかである。従来，計測データの信頼性を表すための尺度として「誤差」や「精度」な
どの用語が使われてきた。

しかし，「精度」という用語はいろいろな意味に用いられていてあいまいである。ある場合にはか
たよりが小さい程度，他の場合にはばらつきが小さい程度を表すのに用いられ，又は両者を含
めて用いることもある。このあいまいさを避けるために，前者に「正確さ（trueness）」，後者に「精密
さ・精密度（precision）」という用語を当てることになった。計測データの信頼性に関する用語とそ
の定義をまとめると表のようになる（JIS Z 8103：2000 計測用語）。これらの用語の違いを十分に
理解し，適切に使い分けることが重要である。

従来はこれらの用語の使われ方は国によって，また，分野によって統一されていないという課
題があった。

◆参考資料

1） JIS Z 8103：2000；計測用語，日本規格協会，平成12年8月.

2） 今井秀孝 編；計測の信頼性評価－トレーサビリティと不確かさ解析－，日本規格協会，

1996．

3） 標準化教育プログラム 個別技術分野編 電気・電子分野 第15章 計測の信頼性と測定

の不確かさ
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■ 1970年代後半に，「誤差」や「精度」などの計測データの信頼性に関する用語

がまちまちであるという問題が国際度量衡委員会によって指摘。これを契機

に，統一的な表現方法を定める努力が国際標準化機構（ISO）を中心に開始

■ その成果は，1993年，国際単位系（SI）を提唱した7国際機関によって 終

的に合意され，指針

“Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
（計測における不確かさの表現ガイド）” 〔略称：GUM〕 として出版

GUMでは，計測データの信頼性を表す新しい尺度として，従来の「誤差」や

「精度」に替え，「不確かさ（uncertainty）」が導入

7 不確かさ②・・・計測ﾃﾞｰﾀの信頼性を示す新しい尺度

p.19

◆解 説

前ページのように，従来，計測データの信頼性を表す用語として「誤差」や「精度」が用いられ
てきた。しかし，1970年代後半に，これらの使われ方が国や技術分野によってまちまちであるとい
う問題が国際度量衡委員会によって指摘された。これを契機に，計測データの信頼性を表す用
語の統一を図る活動が国際標準化機構（ISO）を中心に開始された。この活動の成果は，1993年，
国際単位系（SI）を提唱した7国際機関によって 終的に合意され，指針“Guide to the 
Expression of Uncertainty in Measurement（計測における不確かさの表現ガイド）”として出版さ
れた。 この指針はしばしばGUMと略称される。

GUMでは，伝統的に用いられてきた「誤差」や「精度」に替えて，「不確かさ」（uncertainty）とい
う尺度が導入された。

◆参考資料

1） 今井秀孝 編；計測の信頼性評価－トレーサビリティと不確かさ解析－，日本規格協会，

1996．

2） 標準化教育プログラム 個別技術分野編 電気・電子分野 第15章 計測の信頼性と測定

の不確かさ

3）日本物理学会 編；物理データ事典，pp.547-549，朝倉書店，2006.



20

20計量標準

■ 「不確かさ」の定義 〔GUMによる定義〕

● 測定の結果に付随した，合理的に測定量に結びつけられ得る“値のばら

つきを特徴づけるパラメータ“

● すなわち，「不確かさ」とは目的とする測定量が存在するであろう範囲を

示す推定値のこと

■ 例 ① 測定器の指示目盛 ② 製品の許容差の表示
（寸法など）

基 準 値

指

示

値

M1 M2 M3 M4 M5

+ U

- U
不確かさ

y

不確かさ

7 不確かさ③・・・・・ 「不確かさ」とは

x

y
+ U - U

p.20

◆解 説

ここでは，「不確かさ」の概念を理解する。

「不確かさ」（uncertainty）とはGUMによれば次のように定義されている。

“parameter, associated with the result of a measurement, that characterizes the dispersion of 
the values that could reasonably be attributed to the measured”（測定の結果に付随した，合理
的に測定量に結び付けられ得る値のばらつきを特徴づけるパラメータ）

ここで，和訳の「測定の結果に付随した」という意味は「真値の候補と考えても不合理でない値」
ということを意味する。このような定義となっているのは，「誤差」を「測定値と真値との差」という直
感的には非常に理解しやすい定義が，現実の誤差評価の場で混乱を招いたという反省のもとに，
真値という不可知量を定義の中で参照することを避けたことによる。

「不確かさ」とは，言い換えれば「目的とする測定量が存在するであろう範囲を示す推定値」で
あり，一般には測定結果に適切な補正を施した後の平均値と不確かさの幅をもって表現される。
例えば，ある計測機器を校正した場合，標準値とその指示目盛（校正値）との関係が左図のよう
になったとする。この場合，標準値M3における指示目盛の不確かさは2U〔=+U‐（‐ U）〕の幅を
もって表現される。また，ある製品の品質検査における長さ寸法の計測では講義資料の右図の
ようにその許容差を不確かさで示すことができる。

◆参考資料

1） 今井秀孝 編；計測の信頼性評価－トレーサビリティと不確かさ解析－，日本規格協会，

1996．

2） 標準化教育プログラム 個別技術分野編 電気・電子分野 第15章 計測の信頼性と測定

の不確かさ

3） 飯塚幸三監修；ISO国際文書“計測における不確かさの表現ガイド”，日本規格協会，

1996. （GUMの翻訳）

4） 日本規格協会 編；SI化マニュアル－新計量法への適用－，pp.133-136，日本規格協会，

1995.
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■ 不確かさを用いたトレーサビリティ

● JISによるトレーサビリティの定義 ：

不確かさがすべて表記された切れ目のない

比較の連鎖によって，決められた基準に結

び付けられ得る測定結果又は標準の値の性

質。基準は通常，国家標準又は国際標準で

ある。 〔JIS Z 8103：2000〕

■ 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求
事項と不確かさ

● 測定結果に対して「不確かさ」を求める必要性が高まっている。

7 不確かさ④・・・・・「不確かさ」の必要性

社内の検査用計測器の値

社内の品質管理の標準の値

試験所・校正機関の標準の値

国 家 標 準

比較（校正）

比較（校正）

比較（校正）

校正機関又は自身の校正を実施する試験所は，すべての校正及び

すべてのタイプの校正について測定の不確かさを推定する手順を

もち，適用すること。 〔JIS Q 17025：2005〕

p.21

◆解 説

ここでは，不確かさが具体的にどのように利用されているかの例を学ぶ。

第4節で計測器の信頼性を確保するしくみとしてトレーサビリティを学習したが，JIS Z 8103：
2000 「計測用語」ではトレーサビリティを以下のように定義している。

「不確かさがすべて表記された切れ目のない比較の連鎖によって，決められた基準に結び付け
られ得る測定結果又は標準の値の性質。基準は通常，国家標準又は国際標準である。」

このように計量標準の信頼性を客観的に示す尺度として，ここで学習した「不確かさ」が用いら
れている。

◆参考資料

1） 今井秀孝 編；計測の信頼性評価－トレーサビリティと不確かさ解析－，日本規格協会，

1996．

2） 標準化教育プログラム 個別技術分野編 電気・電子分野 第15章 計測の信頼性と測定

の不確かさ

3）飯塚幸三監修；ISO国際文書“計測における不確かさの表現ガイド”，日本規格協会，

1996. （GUMの翻訳）

4）日本規格協会 編；SI化マニュアル－新計量法への適用－，pp.133-136，日本規格協会，

1995.



22

22計量標準

■ 標準物質とは

● モノを測るときの“基準となる物質”を標準物質（ｒeference material；RM）

という。

● JIS規格による定義：測定装置の校正，測定方法の評価又は材料に値を

付与することに用いるために一つ以上の特性値が十分に均一で，適切に

確定されている材料又は物質 〔JIS Q 0030：1997〕。

■ 標準物質の分類
● 主に素材に注目した分類

鉄鋼標準物質 非鉄標準物質 無機標準物質 有機標準物質

8 標準物質①

〔出所：(独)産業技術総合研究所〕

図版：
非鉄標準物質

（図版掲載予定）

図版：
鉄鋼標準物質

（図版掲載予定）

図版：
無機標準物質

（図版掲載予定）

p.22

◆解 説

ここでは，計量標準におけるもう一つの重要な要素である標準物質について概要を学ぶ。

例えば，水質の酸性度測定（pH測定）では，pH計という測定装置を用いる。この装置内部には
pH値そのものを決定する目盛りは振られていない。それではどのようにある水溶液のpHを表示
するかというと，測定前にpH値が高い信頼性で測定されている「pH標準液」とよばれる液にまず
浸す。そのｐH＝6.86の標準液の場合，測定前にこの液に浸すことにより，pH計にこの水溶液の
pH値が6.86であることを記憶させる。このようにモノを測るときの“基準となる物質”を標準物質
（reference material；RM）という〔標準試料（standard sample）という場合もある〕。

標準物質は主に素材に注目した場合，講義資料のように「鉄鋼標準物質」，「非鉄標準物質」，
「無機標準物質」，「有機標準物質」などに分類することができ，さまざまな標準物質が開発され
ている。

標準物質についての情報源として（独）製品評価技術基盤機構の標準物質総合情報システム
〔参考資料の1）〕がある。これにより各種の標準物質を検索することができる。

◆参考資料

1） （独）製品評価技術基盤機構 http://www.rminfo.nite.go.jp

標準物質の基礎的な情報閲覧から標準物質の検索システム（標準物質総合情報シ

ステム）まで利用することができる。
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■ 標準物質委員会 （Committee on Reference Materials ; REMCO）

● 機能：標準物質に関する情報の収集・評価，普及を役割とする国際機関

● 活動：各国の標準研究所，各国際標準機関が同種の標準物質を重複して

生産することを避け，欠落している標準物質の種類を明らかにする。

● 設立：1975年

● 現時点では，標準物質に関して も影響力の大きい国際的組織

● ISOの中で一委員会として独立して活動

8 標準物質②

理 事 会

中央事務局

総 会

技術管理評議会（TMB）

標準物質委員会（REMCO）

専門諮問ｸﾞﾙｰﾌﾟ

専 門 委 員 会（TC）

政策開発委員会
・適合評価委員会（CASCO）

・消費者政策委員会（COPOLCO）

など

理事会財政常設委員会
理事会戦略常設委員会

アド・ホックグループ

p.23

◆解 説

ここでは標準物質を開発する組織体制について学習する。

各国の標準研究所や各国際標準化機関が同種の標準物質を重複して生産することは，ユー
ザーの混乱をきたし，ひいては計測データの信頼性をゆるがす。そこで，このような事態を生み
出さないようにするため，また欠落している標準物質の種類を明らかにするためにも，標準物質
に関する情報の収集・評価，普及を役割をする国際機関として1975年，標準物質委員会
（Committee on Reference Materials ; REMCO）が設立された。この機関は標準物質に関して
も影響力の大きい国際組織となっている。講義資料のように，REMCOはISOの中の一委員会で
あるが，適合性評価委員会（CASCO）等と同じように，専門委員会（TC）とは別の独立した委員
会である。

REMCOの基本的機能は次のようにまとめることができる。

（1） 標準物質の生産者要覧及び開発計画の標準物質のリストを作成

（2） 標準物質に関する用語の定義や認証方法，使い方等のガイド文書の作成

（3） 標準物質に関する国際データベースの構築

◆参考資料

1） （独）製品評価技術基盤機構 http://www.rminfo.nite.go.jp/kaigai/re_1.html

標準物質の基礎的な情報閲覧から標準物質の検索システム（標準物質総合情報シ

ステム）まで利用することができる。
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1 国際単位系（SI）は7つの基本単位，補助単位，組立単位，10の整数乗倍，

接頭語から構成される一貫性のある単位系である。

2 計測器の信頼性を確保するしくみとして，ユーザの計測器がどういう経路で

校正されたかがわかり，その経路が国家標準までたどれるしくみが整備され

ており，これをトレーサビリティという。

3 国際的に法定計量規則を整合化することにより，計量器の国際貿易の円滑

化を図る目的で，1955年，国際法定計量機関（OIML)が設立された。

4 計測データの信頼性の尺度として“不確かさ”が近年採用される傾向にある。

5 測定装置の校正，測定方法の評価又は材料に値を付与することに用いるた

めに一つ以上の特性値が十分に均一で，適切に確定されている材料又は物

質を標準物質という。

まとめ ・・・・・ 第12章 計量標準

p.24

◆解 説

（なし）
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演習問題A ・・・・・ 第12章 計量標準

以下の空欄（ a ）～（ f ）を埋めなさい。

1 国際単位系（SI）の次元的に独立であるとみなされる7つの量について明確

に定義された単位を基礎としている。7つの量とは長さ・（ a ）・時間・電流・

光度・熱力学温度・（ b ）である。

2 ユーザの計測器がどういう経路で校正されたかがわかり，その経路が国家標

準までたどれることを（ c ）という。（ c ）では計測データの信頼性の尺度と

して不確かさが用いられている。

3 国際法定計量機関（OIML）の主な活動として，国際勧告，（ d ），ガイドの発

行，OIML証明書制度の運営，（ e ）の導入を図っている。

4 計測値の信頼性の尺度として，従来は誤差や精度が使われていたが，近年

では（ f ）という概念が使われている。（ f ）は値のばらつきを特徴づけるパ

ラメータである。

p.25

◆解 説

＜解答＞

a 質量

b 物質量 〔aとbは順不同〕

c トレーサビリティ

d 国際文書

e ワンストップテスティング（One Stop Testing）

f 不確かさ
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演習問題B ・・・・・ 第12章 計量標準

1 力の単位ニュートン〔N〕は基本単位である長さ〔m〕，質量〔kg〕，時間〔s〕から

組み立てられ，m・kg・s-2と表すことができる。気圧の単位であるヘクトパスカ

ル〔hPa〕も同様に基本単位から作られる組立単位である。基本単位ではどの

ように表すことができるか。

2 現在，使われている長さの基準（標準）はよう素安定化ヘリウム・ネオンレーザ

という極めて精密な波長を出す機械に基づき，光が真空中を1/299 792 

458秒間に進む距離を1メートルとすると1983年に定義されました。計量標

準も技術の進歩とともにより高精度なものになっている。それでは，基本単位

の一つである「時間」の1秒はどのように定義されているか調べなさい。また，

従来からの定義の変遷についても調べなさい。

p.26

◆解 説

＜解答＞

1 m-1・kg・s-2

2 （参考資料）

（独）産業技術総合研究所 計量標準総合センター

http://www.nmij.jp/kenkyu/baseunit.html
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1） 日本規格協会 編；SI化マニュアル 新計量法への適用，日本規格協会，

1995.

2） 国際単位系（SI）－グローバル化社会の共通ルール－日本語訳 国際文書第

7版，日本規格協会，1998.

3） 今井秀孝 編；計測の信頼性評価－トレーサビリティと不確かさ解析－，日本

規格協会，1996．

4） 飯塚幸三監修；ISO国際文書“計測における不確かさの表現ガイド”，日本規

格協会，1996. （GUMの翻訳）

5） 小泉袈裟勝・山本 弘；単位のおはなし 改訂版，日本規格協会，2002.

6） （独）産業技術総合研究所 計量標準総合センター http://www.nmij.jp/

7） 国際度量衡局 http://bipm/org/

8） 国際法定計量機関 http://www.oiml.org/ 

参考資料 ・・・・・ 第12章 計量標準


